
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新城市 

 
 



   新城市鴨ヶ谷墓園使用申込案内書 

 
 
 墓園の所在地   新城市作手鴨ヶ谷字門前１６番１ 

  
 墓園の区画数及び永代使用料 

 

面積（㎡） 区画数 永代使用料（円） 年間管理料（円） 

２．１０ １５（空き４） １５０，０００ ３，５００ 

２．７８ ２（空き０） １８８，０００ ３，５００ 

２．９６ １（空き１） １７９，０００ ３，５００ 

３．５６ １（空き１） ２４１，０００ ３，５００ 

４．０２ １（空き０） ２７２，０００ ３，５００ 

※ 墓園の永代使用を許可するもので、売り渡すものではありません。 

  

 使用者の資格 

 

  ⑴ 新城市に住所を有する方。但し、市長が特に必要とあると認めたときは、この

限りではありません。 

（市内に住所を有しない方の永代使用料は２倍になります。） 

⑵ 使用許可のあった日から３年以内に墳墓等を設置できる方。 

 

 申し込み場所 

 

   新城市役所環境課（新城市民体育館１階）  電話 （０５３６）２３－７６７７ 

 

 申し込み方法 

 

   新城市鴨ヶ谷墓園使用許可申請書に必要事項を記入し、住民票の写しを添えてお

申し込みください。 

 

 永代使用料及び年間管理料の納入 

 

   ⑴ 永代使用料は、使用許可と同時に納入してください。 

   ⑵ 年間管理料は毎年４月末日までに納入してください。但し使用開始年度分につ

いては永代使用料と同時に納入してください。 

（年度途中で申し込みをされた場合でも年間管理料は同額です。） 



   墓園の使用方法 

 

 

１．墓園の形状及び墳墓等の設置基準は次のとおりです。 

  ⑴ 形状 間口１４０ｃｍ 

       奥行１５０～３００ｃｍ 

（２．１０㎡の区画の場合、奥行は１５０ｃｍです。） 

 ⑵ 使用場所に設置できる墳墓数は１基とする。 

  ⑶ 囲い、石積及び盛土は、境界ブロックの内面からとし、その高さは、境界ブロッ

クから４０ｃｍを超えないこと。 

  ⑷ 碑石、形像等の台石は、境界ブロックから１０ｃｍ以上内側に設けること。 

 ⑸ 碑石、形像等の高さは境界ブロックから２ｍを超えないこと。 

 ⑹ 使用場所の植木は、境界ブロックから１０ｃｍ以上内側とし、高さは、境界ブ 

ロックから４０ｃｍを超えないこと。 

 ⑺ 境界ブロックは、取り外し又は移動しないこと。 

 

２．墳墓等の管理は、使用者に行っていただきます。 

 

３．墓園の使用権は、墳墓等の祭事を主宰する者に限り許可を得て継承できます。 

 

４．使用権を譲渡し、又は使用場所を貸し付けることはできません。 

 また、使用場所が不要になったときは、原状に復して返還していただきます。 

 

５．墓園は、墳墓等を建設する目的以外には使用できません。 

 

６．使用許可を受けた日から３年以内に墳墓等を設けないときや、条例、規則に違反した

り、許可の条件、指示に従わなかったときは、許可を取り消されることがあります。

  

 

墓 地 配 置 図 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新城市役所 環境課 

（新城市民体育館１階） 

 

〒441-1392 新城市東入船６－１ 

電話 ０５３６－２３－７６７７ 

 

 

 


